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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者の視線方向に向かって光出力するように設けられた発光部から情報を送信する光
送信手段と、
　使用者の視線方向から到達した光を受光するように設けられた受光部により情報を受信
する光受信手段と、
　他の光通信装置から光送信されてきた通信要求情報及び識別情報を上記光受信手段で受
信した際、上記識別情報を用いて上記他の光通信装置が情報通信対象であるか否かの判別
を行い、上記他の光通信装置が情報通信対象であると判別した場合には、通信応答情報を
上記光送信手段から光送信させる制御手段と、
　を備えた光通信装置。
【請求項２】
　提供情報を記憶する記憶手段をさらに備え、
　上記制御手段は、上記他の光通信装置が情報通信対象であると判別した場合、上記通信
応答情報に加えて上記記憶手段に記憶された提供情報を上記光送信手段から光送信させる
請求項１に記載の光通信装置。
【請求項３】
　表示手段をさらに備え、
　上記制御手段は、他の光通信装置から送信されてきた情報に基づく表示を上記表示手段
に実行させる請求項１に記載の光通信装置。
【請求項４】
　上記表示手段は、使用者の目の前方に配置される請求項３に記載の光通信装置。
【請求項５】
　上記表示手段は、画像表示を行う画面領域の全部又は一部を透明もしくは半透明である
スルー状態とすることができる請求項３に記載の光通信装置。
【請求項６】
　上記制御手段は、他の光通信装置から送信されてきた情報に基づく表示を、上記表示手
段の表示画面上に表れている上記他の光通信装置を示す表示の近傍において実行させる請
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求項３に記載の光通信装置。
【請求項７】
　上記制御手段は、上記表示手段における表示画面に、他の光通信装置から送信されてき
た情報に基づく表示を実行させる際に、上記表示画面で表示されている画像内容に応じて
、他の光通信装置から送信されてきた情報の表示輝度、又は表示色、又は光透過率を可変
制御する請求項３に記載の光通信装置。
【請求項８】
　使用者の視線方向を被写体方向として撮像する撮像手段を備え、
　上記制御手段は、他の光通信装置に対する通信要求情報及び自己の識別情報を、上記撮
像手段での撮像画像の解析結果に応じて上記光送信手段から光送信させる制御を行う請求
項１に記載の光通信装置。
【請求項９】
　自己の識別情報を複数有する場合、
　上記制御手段は、複数の識別情報の全部又は選択された一部について、通信要求情報及
び識別情報を、上記光送信手段から光送信させる制御を行う請求項１に記載の光通信装置
。
【請求項１０】
　上記光受信手段は、使用者の視線方向を被写体方向として撮像する撮像手段により構成
される請求項１に記載の光通信装置。
【請求項１１】
　上記光送信手段は、可視光以外の光の発光を行うとともに、
　上記光受信手段は、上記可視光以外の光を検出可能とされている請求項１に記載の光通
信装置。
【請求項１２】
　上記識別情報と上記通信応答情報を対応づけて管理する通信管理テーブルを記憶する記
憶手段をさらに備え、
　上記制御手段は、上記他の光通信装置が情報通信対象であると判別した場合は、上記通
信管理テーブルにおいて上記識別情報に対応づけられている通信応答情報を上記光送信手
段から光送信させる請求項１に記載の光通信装置。
【請求項１３】
　上記通信管理テーブルは、上記識別情報と提供情報を対応づけて管理するようにされて
おり、
　上記制御手段は、上記他の光通信装置が情報通信対象であると判別した場合は、上記通
信管理テーブルにおいて上記識別情報に対応づけられている提供情報を上記光送信手段か
ら光送信させる請求項１２に記載の光通信装置。
【請求項１４】
　上記識別情報はグループの情報であり、
　上記制御手段は、他の光通信装置から光送信されてきた識別情報により、上記他の光通
信装置が、自己と同一のグループに属していることを認識した場合に、上記他の光通信装
置が情報通信対象であると判別する請求項１に記載の光通信装置。
【請求項１５】
　上記提供情報は、名称情報、又は属性情報、又は広告情報、又は案内情報である請求項
２に記載の光通信装置。
【請求項１６】
　上記制御手段は、上記光受信手段で上記識別情報を受信した際に、上記識別情報を通信
履歴情報として保存し、上記通信履歴情報の集計処理を行い、上記識別情報毎の集計デー
タを生成する処理を行う請求項１に記載の光通信装置。
【請求項１７】
　外部機器とデータ通信を行う通信手段をさらに備え、
　上記制御手段は、上記通信手段に、上記通信履歴情報を外部の集計サーバに送信させる
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請求項１６に記載の光通信装置。
【請求項１８】
　人以外の被装着体に取り付けられる光通信装置であって、
　正面方向から到達した光を受光するように設けられた受光部により情報を受信する光受
信手段と、
　正面方向に向かって光出力するように設けられた発光部から情報を送信する光送信手段
と、
　提供情報を記憶する記憶手段と、
　正面方向に対峙した他の光通信装置から光送信されてきた通信要求情報及び識別情報を
上記光受信手段で受信した際、上記識別情報を用いて上記他の光通信装置が情報通信対象
であるか否かの判別を行い、上記他の光通信装置が情報通信対象であると判別した場合に
は、上記記憶手段に記憶された提供情報を上記光送信手段から光送信させる制御手段と、
　を備えた光通信装置。
【請求項１９】
　使用者の視線方向から到達した光を受光するように設けられた受光部により、他の光通
信装置から光送信されてきた通信要求情報及び識別情報を受信するステップと、
　受信した上記識別情報を用いて上記他の光通信装置が情報通信対象であるか否かを判別
するステップと、
　上記他の光通信装置が情報通信対象であると判別した場合に、通信応答情報を、使用者
の視線方向に向かって光出力するように設けられた発光部から光送信するステップと、
　を備えた光通信方法。
【請求項２０】
　正面方向から到達した光を受光するように設けられた受光部により、他の光通信装置か
ら光送信されてきた通信要求情報及び識別情報を受信するステップと、
　受信した上記識別情報を用いて上記他の光通信装置が情報通信対象であるか否かを判別
するステップと、
　上記他の光通信装置が情報通信対象であると判別した場合に、記憶してある提供情報を
、正面方向に向かって光出力するように設けられた発光部から光送信するステップと、
　を備えた光通信方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　またユーザが装着した状態において、ユーザの視線方向に向かって発光を行う発光部４
ａが、例えばＬＥＤ（Light Emitting Diode）等により設けられる。
　本例では、この発光部４ａを含む、図５等で後述する光送信部４は、ユーザの視線方向
に位置して相対する他の光通信表示装置１又は光通信装置３０，５０に情報を光送信する
光送信手段として機能する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　なお図１は一例であり、光通信表示装置１をユーザが装着するための構造は多様に考え
られる。一般に眼鏡型、或いは頭部装着型とされる装着ユニットで形成されればよく、そ
の状態で例えばユーザの眼の前方に近接して表示パネル部２ａ、２ａが設けられ、また撮
像レンズ３ａによる撮像方向と、発光部４ａの光出力方向がユーザの視界方向、つまりユ
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ーザの前方となるようにされていればよい。
　光通信表示装置１として眼鏡型或いは頭部装着型の装着ユニットを有する例を示してい
るが、例えばヘッドホン型、ネックバンドタイプ、耳掛け式など、どのような装着ユニッ
トでユーザに装着されるものであってもよい。さらには、例えば通常の眼鏡やバイザー、
或いはヘッドホン等に、クリップなどの取付具で取り付けることでユーザに装着させる形
態であってもよい。
　また表示パネル部２ａとして両眼に対応して表示部が一対設けられる構成の他、片側の
眼に対応して１つ表示パネル部２ａが設けられる構成でもよい。
　また、装着状態でユーザの右耳孔及び左耳孔の一方又は両方に挿入されるイヤホンスピ
ーカを設ける構成や、外部音声を集音するマイクロホンを設ける構成も考えられる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　光通信表示装置１内では、ユーザの視線方向の光景の撮像、及びユーザの視線方向に位
置した他の光通信装置からの光送信されてくるデータの受信のための構成として、撮像部
３が設けられる。
　なお、他の光通信装置とは、光通信表示装置１、又は光通信装置３０、又は光通信装置
５０のいずれかであり、以下、「他の光通信装置」と表記した場合、光通信相手となり得
る他の光通信表示装置１、他の光通信装置３０、他の光通信装置５０のいずれかを示すも
のとする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　操作入力部１１は、このように操作子、加速度センサ、角速度センサ、振動センサ、圧
力センサ、生体センサ等として得られる情報をシステムコントローラ１０に供給し、シス
テムコントローラ１０はこれらの情報によりユーザの操作を検知する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　次に、図３に示したような人以外の被装着体に取り付けられる光通信装置５０の構成を
図７に示す。
　この光通信装置５０は、人が装着するものではないため、ユーザインターフェースに係
る構成部分が省かれる。即ち図５の構成から表示部２，表示制御部７、操作入力部１１を
省いた構成となる。
　また、図５の撮像部３，撮像制御部６に代えて、光受信部８、データ復調部９が設けら
れる。光受信部８は、例えばフォトトランジスタや簡易な構成の撮像素子アレイなどによ
る受光部を有し、他の光通信装置からの送信光を受光する。受光信号はデータ復調部９に
おいて復調され、受信データとされる。受信データはシステムコントローラ１０に取り込
まれ、またメモリ部１２に記憶される。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
　上記図４（ａ）に示したようにユーザＡ、Ｂ間で光通信表示装置１で光通信が行われる
場合、グループネームＧＰＮ１が共通であることで通信が行われる。又その通信の際、ス
タートコードＳＴＣ１、リターンコードＲＴＣ１が用いられることになる。
　このユーザＡ、Ｂの光通信表示装置１同志の間の基本的な通信動作を図９に示す。
　両光通信表示装置１は、例えば常時、光送信部４からスタートコードＳＴＣ１とグルー
プネームＧＰＮ１を送信している。例えばユーザＡの光通信表示装置１は登録したエント
リが１つであるため、例えば１秒間隔、数秒間隔などで、常時のスタートコードＳＴＣ１
とグループネームＧＰＮ１を送信する。一方、ユーザＢの光通信表示装置１は登録したエ
ントリが５つであるため、常時のこの各グループのスタートコードとグループネームを順
番に送信している。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９７】
　また光通信表示装置１、光通信装置３０では、光通信の受光手段として撮像部３を用い
ているが、これによって撮像動作と光通信動作を兼ね、構成の簡略化を図ることができる
。
　撮像部３で撮像が行われ、撮像画像データがメモリ部１２に記憶されるようにすれば、
ユーザは日常の光景を記録できる。例えば常時撮像画像データを記録している中で、光通
信が行われたときは、その撮像画像データとともに提供データやグループネームなども記
録するようにすれば、後に撮像画像データを再生させたときも、提供データやグループネ
ームを確認できることになる。
　また、撮像機能（撮像部３，撮像制御部６）をなくし、光通信表示装置１、光通信装置
３０において光通信装置５０で述べたような光受信部８やデータ復調部９を備えるように
すれば、光通信表示装置１、光通信装置３０の構成の簡略化や軽量化を図ることができる
。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０７】
　また光通信表示装置１又は光通信装置３０の構成例として、図１８に示すように撮像部
３，撮像制御部６とともに、光受信部８、データ復調部９を設ける構成も考えられる。
　このような構成により、撮像部３，撮像制御部６は撮像機能のみで動作し、光受信部８
、データ復調部９は光通信における受信機能のみで動作することが考えられる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２４】
　次に多数のユーザの光通信表示装置１又は光通信装置３０のログデータや、多数の被装
着体に装着された光通信装置５０のログデータを、集計サーバで集計するシステムを考え
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る。
　図２４にシステム形態を示す。人が装着する光通信表示装置１（又はここでは図示して
いないが光通信装置３０）は、図５（又は図６）の構成に加えて通信部１４０を備えるよ
うにする。
　また看板等の被装着体に装着される光通信装置５０も、図７の構成に加えて通信部１４
０を備えるようにする。そして、これらの光通信表示装置１、光通信装置３０、光通信装
置５０の通信部１４０は、ネットワーク６０を介して集計サーバ７０と通信可能とされる
。
　ネットワーク６０としては、インターネット、携帯電話通信網、ＰＨＳ通信網、アドホ
ックネットワーク、ＬＡＮなど、各種考えられる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２６】
　この図２４のようなシステムを前提とした処理例として、まず図２５に、看板等の被装
着体に装着された光通信装置５０のコントローラ１０の処理例を示す。
　図２５は、上記図２０の処理にステップＦ２５１を加えたものである。即ちスタートコ
ードの受信の際に、ステップＦ２５０としてタイムスタンプとグループネームを含むログ
データを保存したら、続いてステップＦ２５１で、そのログデータとしてのタイムスタン
プ、グループネームと、さらに看板ＩＤとを通信部１４０から集計サーバ７０に送信させ
る処理を行う。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２９】
　図２６は、上記図２４のシステムを前提とした、人が装着する光通信表示装置１又は光
通信装置３０のシステムコントローラ１０の処理例である。
　この図２６は、上記図２２の処理にステップＦ１５２，Ｆ１５３を加えたものである。
即ちスタートコードの受信の際に、ステップＦ１５１としてタイムスタンプ、グループネ
ーム、看板ＩＤを含むログデータを保存したら、続いてステップＦ１５３で、そのログデ
ータとしてのタイムスタンプ、グループネーム、看板ＩＤを通信部１４０から集計サーバ
７０に送信させる処理を行う。
　またリターンコード、受信の際にステップＦ１５０でタイムスタンプ、グループネーム
、看板ＩＤを含むログデータを保存したら、続いてステップＦ１５２で、そのログデータ
としてのタイムスタンプ、グループネーム、看板ＩＤを通信部１４０から集計サーバ７０
に送信させる処理を行う。
　なお、例えばユーザ同士の通信であって、看板ＩＤを含まないログデータが生成される
場合は、ステップＦ１５２又はＦ１５３の送信処理を行わないようにする例も考えられる
。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図２４】
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